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(57)【要約】
【課題】本発明は、データ転送を実行するとともに、使用者がより快適に感ずる糖尿病管
理装置を提案することを目的とする。
【解決手段】糖尿病管理装置は、可動構成要素とベースステーションを有し、可動構成要
素は、身体に装着可能または体内に埋め込み可能であるとともに、データを格納するため
のメモリと、データをベースステーションに転送するための交信部を有し、ベースステー
ションは、可動構成要素からデータを無線受信するための交信部、転送されてきたデータ
を格納するためのメモリ、可動構成要素から転送されてきたデータを表示するための出力
部を有し、可動構成要素とベースステーションのあいだのデータ転送が、無線通信リンク
が確立されている時間間隔内に実行される。糖尿病管理装置は、無線通信リンクが確立さ
れている第一の時間間隔内にデータの第一の部分が可動構成要素からベースステーション
に転送されるよう、データ転送が選択的に実行され、また、第一の部分は、第一の時間間
隔内に転送されたデータが可動構成要素に格納された全データを代表するようにプロセッ
サ制御の選択アルゴリズムを用いて選択されることを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可動構成要素（２）とベースステーション（３）とを有する糖尿病管理装置であって、
前記可動構成要素（２）は、身体に装着可能または体内に埋め込み可能であるとともに、
データを格納するためのメモリ（７）と、
データを前記ベースステーション（３）に転送するための交信部（５）と
全データのうちのデータの部分的なセットを選択するための選択アルゴリズムを制御する
プロセッサとを有し、
前記ベースステーション（３）は、
前記可動構成要素（２）からデータを無線受信するための交信部（８）と、
転送されてきたデータを格納するためのメモリ（９）と、
随意に、前記可動構成要素（２）から転送されてきたデータを表示するための出力部（１
０）とを有し、
データ転送が、前記可動構成要素（２）と前記ベースステーション（３）のあいだの無線
通信リンクが確立されている時間間隔内に実行される糖尿病管理装置において、
無線通信リンクが確立されている第一の時間間隔内にデータの第一の部分が前記可動構成
要素（２）から前記ベースステーション（３）に転送されるよう、データ転送が選択的に
実行され、
前記プロセッサ制御による選択アルゴリズムが、前記第一の部分を、
－前記選択が、医学的判断を行うために必要な事項に関係し、
－患者の健康状態が前記選択されたデータに基づいて、充分に判断できるように、前記送
信されるべき選択されたデータが、前記可動構成要素（２）に格納された全データを代表
するように
選択し、
前記交信部（５）が、前記第一の時間間隔内に選択されたデータを、前記ベースステーシ
ョン（３）に送信することを特徴とする糖尿病管理装置。
【請求項２】
前記可動構成要素に格納されたデータが、血液の状態についての測定値からなることを特
徴とする請求項１記載の糖尿病管理装置。
【請求項３】
前記データの第一の部分が、選択された隣接するデータ間の時間間隔が等しくなるよう、
固定時間ラスタを用いて選択されることを特徴とする請求項１または２記載の糖尿病管理
装置。
【請求項４】
前記全データからのデータの選択が、二つの選択されたデータ間の時間間隔が異なるよう
に、固定ラスタを回避する方法で実行されることを特徴とする請求項１または２記載の糖
尿病管理装置。
【請求項５】
前記データの第一の部分の少なくとも一部は、生成された順序を反転させた順序で前記ベ
ースステーション（３）に転送されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記
載の糖尿病管理装置。
【請求項６】
前記データの第一の部分は、選択された隣接するデータ間の時間間隔が異なるよう、確率
関数が組み込まれた選択アルゴリズムを用いて選択されることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の糖尿病管理装置。
【請求項７】
前記メモリ（７）に格納された全データが複数の区間に分割され、前記第一の部分は、区
間毎に異なった重みを持たせるために各々の区間から異なった密度で選択されたデータに
よって構成されることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の糖尿病管理装置
。
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【請求項８】
追加的なデータの選択は、既に選択されたデータの関数として選択されることを特徴とす
る請求項１～７のいずれか１項に記載の糖尿病管理装置。
【請求項９】
前記プロセッサにより制御されるデータの選択は、固定時間ラスタを用いて、ある区間に
おいて予め決められた許容範囲を超えたアウトライアを中心にして実施されることを特徴
とする請求項１～８のいずれか１項に記載の糖尿病管理装置。
【請求項１０】
可動構成要素（２）とベースステーション（３）とを有する糖尿病管理装置において選択
的にデータを転送する方法であって、
前記可動構成要素（２）は、身体に装着可能または体内に埋め込み可能であるとともに、
データを格納するためのメモリ（７）と、
データを前記ベースステーション（３）に転送するための交信部（５）と、
全データのうちのデータの部分的なセットを選択するための選択アルゴリズムを制御する
プロセッサとを有し、
前記ベースステーション（３）は、
前記可動構成要素（２）からデータを無線受信するための交信部（８）と、
転送されてきたデータを格納するためのメモリ（９）と、
随意に、前記可動構成要素（２）から転送されてきたデータを表示するための出力部（１
０）とを有し、
データ転送が前記可動構成要素（２）と前記ベースステーション（３）のあいだの無線通
信リンクが確立されている時間間隔内に実行される糖尿病管理装置において選択的にデー
タを転送する方法において、
プロセッサ制御の前記選択アルゴリズムを用いてデータの第一の部分を選択する段階であ
って、
－前記選択が、医学的判断を行うために必要な事項に関係し、
－患者の健康状態が前記選択されたデータに基づいて、充分に判断できるように、前記送
信されるべき選択されたデータが、前記可動構成要素（２）に格納された全データを代表
するように
選択する段階と、
無線通信リンクが確立されている第一の時間間隔内に前記データの第一の部分を前記可動
構成要素（２）から前記ベースステーション（３）に転送する段階とを用いてデータ転送
を選択的に実行する段階とからなることを特徴とする糖尿病管理装置において選択的にデ
ータを転送する方法。
【請求項１１】
前記可動構成要素に格納されたデータが、血液の状態についての測定値からなることを特
徴とする請求項１０記載の糖尿病管理装置において選択的にデータを転送する方法。
【請求項１２】
前記プロセッサにより制御されるデータの選択は、固定時間ラスタを用いて、ある区間に
おいて予め決められた許容範囲を超えたアウトライアを中心にして実施されることを特徴
とする請求項１０または１１記載の糖尿病管理装置において選択的にデータを転送する方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可動構成要素とベースステーションを有する糖尿病管理装置に関し、可動構
成要素は、身体に装着するまたは、体内に埋め込むことが可能であるとともに、データを
格納するためのメモリを有し、また、データをベースステーションに転送するための交信
部を有する。ベースステーションは、可動構成要素からデータを無線受信するための交信
部と、転送されてきたデータを格納するためのメモリを有する。可動構成要素から転送さ
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れてきたデータを表示するための出力部を随意に設けてもよい。データ転送は、可動構成
要素とベースステーションのあいだの無線通信リンクが存在している時間間隔内に行われ
る。本発明は、また、可動構成要素とベースステーションを有する糖尿病管理装置におい
てデータを選択的に転送するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病管理装置は、体内の血糖のような糖尿病の治療に関係する分析物を検出するおよ
び／または特に薬剤注射による治療を行うために用いられる。重要な例としては、血糖値
メータまたはインスリンポンプがある。最近の糖尿病管理装置は、実施事項を記録に残す
ことによって、使用者が実施事項を後で分析できるようになっている。これにより、いわ
ゆる履歴ファイルが、長い使用期間中に作成される。
【０００３】
　また、糖尿病管理装置には、実施事項の記録データと同様に分析データも格納される。
特に（挿入式または非挿入式に拘わらず）身体に装着する、または体内に埋め込む分析装
置の場合には、分析物の頻繁な、現実にはそれに止まらず連続した測定と定量さえもが行
われるために、大量の測定データおよび／または分析データが生成される。一時的に格納
されたデータは、ＰＣのようなベースステーションに時々転送しなければならない。
【０００４】
　この目的のために、身体に装着可能な機器の場合には、通信プロトコルを備えた有線接
続、または無線接続がしばしば用いられる。勿論、埋め込み式機器の場合、データ転送は
常に無線で行われる。従来技術によるデータ転送においては、一般に取得したデータの全
てがダウンロードされる。この際、逐次転送が行われ、データは、生成された順序（先入
れ先出し）またはそれを反転させた順序（後入れ先出し）で転送される。
【０００５】
　この従来技術による方法の場合、少なくとも全データを転送するあいだは、データ転送
のためのリンクが存在するものと想定されている。一般にデータ転送は中断されることは
ない。使用者は、自発的にデータ転送を開始するとともにその進行を監視しているために
、データ転送が実行されていることを認識している。また、一般にデータ転送に用いられ
るソフトウェアは、たとえば、グラフィックおよび／または百分比の数値により転送の進
行程度を表示する。
【０００６】
　使用者は、このデータ転送を大変煩わしく感じている。データ転送を中断することがで
きず、また、データ転送中はベースステーションから離れることができないために、使用
者は、自分たちはベースステーションに拘束されていると考える。
【０００７】
　使用者の使い心地を向上させるためには、管理装置は、身体に装着された、または体内
に埋め込まれた可動構成要素とベースステーションのあいだの通信が、使用者による開始
の動作や監視が不要で、「必要に応じて」自動的に開始されるように設計されていなけれ
ばならない。使用者が可動構成要素をベースステーションに近付けたとき、無線通信が自
動的に実行される。管理装置は、特定の相手方構成要素に接近したとき、自動的にそのこ
とを認識する。従って、使用者にとっては、リンクを確立することが非常に容易で扱いや
すい管理装置になる。
【０００８】
　データ転送は、使用者がベースステーションに充分に接近した位置に留まるあいだにだ
け実行することができる。身体に装着された可動構成要素とベースステーションのあいだ
で実行されるこの種の通信に使用可能なリンク時間は、使用者がベースステーションに接
近した位置に留まる時間の関数として変化する。このように、管理装置にはデータ転送に
使用可能な時間が分からない。従来技術による糖尿病管理装置を用いていて、リンクの継
続時間が変化するとともに、その時間の長さを事前に知ることができない場合には、確実
なデータ転送を実行することは不可能である。
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【０００９】
　さらに、糖尿病管理装置の使用には特別な問題が付随する。
一方では、これらの管理装置は、きわめて重要で複雑な医療機能を備えている。そのよう
な管理装置を介して取得したデータを基にして実施される、または管理装置が直接実施す
るような人体の調節系への介入は、一般には高度な専門知識を有する医療関係者によって
直接または、たとえば、集中治療部内における継続した診察の下で実施される。しかし、
インスリンポンプのような糖尿病管理装置の操作者は患者であり、患者は、一般には医療
に関しては素人であって、調節系への介入の影響を完全に理解することはできない。
他方では、糖尿病患者は、とりわけ進行した状態にあるとき、病気のために身体能力が低
下しており、また、集中力にも乏しい。このために、管理装置を正しく操作して正確な設
定を行うことができない、または、気付かないうちにインスリンの規定投与量を間違える
といった誤った設定を行うことになる。このような場合、患者は、重大な健康上の害を被
る。このため、患者の行為を記録するとともに、そのような記録を、分析機能と警告を発
する機能を備えたベースステーションに定期的に転送することが重要である。
【００１０】
　先に説明した問題のために、身体に装着された機器とベースステーションのあいだの通
信を無線によって実行する場合には、全データを転送するためのリンク時間を確実に確保
することが不可能であるという大きい危険性が伴う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、本発明は、身体に装着された可動構成要素からベースステーションに対して、
先に説明した問題点と課題を考慮に入れてデータ転送を実行するとともに、使用者がより
快適に感ずる糖尿病管理装置を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の目的は、請求項１に記載した特徴を有する糖尿病管理装置と、請求項１６に記
載した特徴を有する選択的にデータの転送を行う方法によって達成される。
【００１３】
　人体に対して使用される本発明による糖尿病管理装置は、可動構成要素とベースステー
ションを有する。可動構成要素は、身体に装着可能であるまたは、体内に埋め込み可能で
あるとともに、データを格納するためのメモリと、データをベースステーションに転送す
るための交信部を有する。ベースステーションは、可動構成要素からデータを無線受信す
るための交信部と、転送されてきたデータを格納するためのメモリを有する。ベースステ
ーションは、また、可動構成要素から転送されてきたデータを表示するための出力部を随
意に備えていてもよい。可動構成要素とベースステーションのあいだのデータ転送は、無
線通信リンクが確立されている時間間隔内に実行される。データ転送に使用可能な時間の
長さが原則として未知であるために選択的なデータ転送が行われ、その場合、データの第
一の部分が第一の時間間隔内に転送される。データの第一の部分は、プロセッサ制御の選
択アルゴリズムを用いて選択され、かつ、この時間間隔内に転送されるデータは、可動構
成要素に格納されている全データを代表するように決定される。
【００１４】
　本発明による糖尿病管理装置についてはデータ転送の時間がきわめて短くなるように構
成されているが、それは、糖尿病患者が、低下した集中力のために、身体に装着した可動
構成要素とベースステーションのあいだの無線通信が実行されていることにしばしば気付
かないおよび／またはその実行を監視しないからである。従って、接続が確立されている
あいだに転送可能なデータは、しばしば可動構成要素に格納されているデータの一部だけ
となる。
【００１５】
　データの選択が適切に行なわれた場合には、比較的少量のデータを選択しかつ転送する
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ことによって、全データについての特徴を正確に把握することが可能である。このために
、最も高次の情報を内包したデータが優先的に転送されるよう、データに優先順位を付け
ることが好ましい。第一の部分として選択されたデータが全データを代表しているために
、全データの全体像についてのきわめて正確な情報の取得を目的として全データを転送す
るおよび／または分析する必要はない。
【００１６】
　この種の糖尿病管理装置は、とりわけ可動構成要素が体内に埋め込まれた連続動作式測
定器を有する方が有利である。一般に、可動構成要素のメモリには数日という長い期間の
測定値が格納される。本発明においては、この大量の測定値の中から選択された小さい一
部分によって、きわめて正確に全測定値を代表させることができる。
【００１７】
　測定値および／またはその分析結果は、たとえば、血糖値測定装置におけるインスリン
投与量のような制御助変数の分析と評価に用いられるために、直近の測定値が一般には特
に重要である。従って、選択されたデータつまり測定値の第一の部分の少なくとも一部は
、生成された順序を反転させた順序（後入れ先出しの原則）でベースステーションに転送
することが好ましい。つまり、最後に検出された測定値が最初に転送される。この原則は
、フォアグラウンド（foreground）にある転送に関する別の基準と組み合わせることがで
きるために、厳格に適用する必要はない。なお、原則として、測定値が生成されたタイミ
ングだけではなく測定値に内包された情報がきわめて重要であることも事実である。
【００１８】
　全データの可能な限り最良のイメージを把握する場合、一般には下記の二つの手法を用
いることができる。
１．全データから抽出するデータを、時間的に等間隔に位置する固定ラスタを用いて選択
する。
２．第一の部分のデータを、固定ラスタを回避する方法で、即ち二つの選択されたデータ
間の時間間隔が異なるように選択する。
【００１９】
　データの第一の部分が時間的に固定されたラスタ、即ち選択されたデータの各々の時間
間隔が等しいラスタ、を用いて選択される好ましい実施形態において、データの全体像は
全データに基づいて一様に導出される。データの第一の部分が可動構成要素からベースス
テーションに転送された後、データの選択は、選択しようとする第一の値が第一の部分の
二つのデータのあいだに位置するよう、たとえば、ラスタを移動することによって連続的
に精度の向上が図られる。代替としては、等しい時間間隔で選択しようとするデータの間
隔を短くすることもできる。
【００２０】
　等間隔のラスタを用いて選択することにより、全データについての全体像を上手くかつ
迅速に把握することが可能になる。この方法は、とりわけ選択された測定値にアウトライ
アが含まれていないケースにおいては好適である。しかし、等間隔のラスタを用いた場合
、周期誤差を確実に認識することはできない。アウトライアつまり医療上の上限値を超え
るデータ、または測定誤差も、固定ラスタを用いた場合には必ずしも検出されない。
【００２１】
　第一の部分のデータは、確率関数が組み込まれた選択アルゴリズムを用いて選択する方
が有利である。第一の部分に含まれる時間的に隣接して選択された二つのデータの時間間
隔は各々異なっている。第一の部分のデータは、確率密度にしたがって選択される。
【００２２】
　高次の「メタ情報（meta-information）」を確率関数に組み込むこともできる。この「
メタ情報」は、糖尿病管理装置または分析装置、および／または学習機能を有する装置の
場合には可動構成要素によって生成することができる。この目的のために、過去の情報や
、先のデータ転送のために選択して転送されたデータの分析結果、たとえば測定値につい
てのアウトライア（ないしは、域外値）が何時から頻繁に発生するようになったかについ
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て、が収集される。アウトライアが過去には朝により頻繁に発生していた場合、現在の測
定においてもアウトライアが朝に検出されて、可動構成要素のメモリに格納される確率が
高くなる。このために、特に朝には上限値を高くして質問を出すように選択アルゴリズム
を変更してもよい。
【００２３】
　確率関数に替えて、選択アルゴリズムは、第一の部分のデータが無作為に抽出されるよ
うにするために、ランダム関数を基にすることもできる。隣接して選択された二つのデー
タの時間間隔は、周期誤差に伴う問題を回避するために一般には各々異なっており、等間
隔ではない。
【００２４】
　データ転送のための第一の時間間隔の予想長さは、可動構成要素とベースステーション
のあいだで既に実施されたデータ転送に基づいて同様に決定されることが好ましい。通信
リンクが継続されている時間間隔内において転送可能なデータの予想量は、既に実施され
たデータ転送を基にして同様に決定してもよい。この時間間隔および／またはデータ量は
、可動構成要素とベースステーションのあいだで行われようとしているデータ転送または
その次のデータ転送のために利用可能なおよび／または同量のデータを転送可能な同等の
リンク継続時間を確率的に表したものである。患者は、ほぼ一定の行動パターンを示すも
のと想定されている。特に、既に実施された複数回のデータ転送について分析することが
可能な場合、次回のデータ転送に要する時間の予測はより正確なものになる。このように
して、データ転送に利用可能な時間間隔を有効に利用することが可能になる。
【００２５】
　データ転送の時間間隔内に可動構成要素からベースステーションに転送された第一の部
分のデータは、糖尿病管理装置に記録として残しておくことが好ましい。既に転送された
データについては、可動構成要素とベースステーションの両方にその記録を残すようにな
っている方がとりわけ有利である。代替としては、マーカーを二つの装置の一方だけに設
定してもよい。たとえば、可動構成要素を装着した使用者が想定された行動パターンを逸
脱してベースステーションから離れたためにデータ転送が中断された場合、中断された転
送は、次回のデータ転送の時に続けることができる。この場合、転送を終えたデータを可
動構成要素からベースステーションに再度転送する必要はない。このようにして、可動構
成要素からベースステーションへのデータ転送の効率向上が図られる。本発明による糖尿
病管理装置の好ましい実施形態において、転送を終えた第一の部分のデータは、可動構成
要素のメモリから削除される。
【００２６】
　身体に装着可能な可動構成要素は、また、身体に接触させることができる機器を含むと
了解されるものとする。例としてはインスリンのような薬剤を投与するための注射器があ
り、投与に関する情報は、ベースステーションに転送されるようになっている。この種の
可動構成要素は、短時間だけ、即ち薬剤が投与されているあいだだけ、身体に装着される
。
【００２７】
　「データ」の用語は、本発明においては通常の意味に解釈されるものとし、糖尿病管理
装置の可動構成要素とベースステーション間で転送される全ての情報を含む。この意味で
の情報は、たとえば、血糖値のような血液の状態についての測定値、とりわけ注射器につ
いては投与量、とりわけインスリンポンプについてはポンプの送出量および測定血圧の変
化を示すグラフを含む。「データ」の用語には、また、内部クロックまたはカウンタが発
生し、絶対時間または相対時間として表示される時間の長さを含む。これにより、測定値
の生成時刻を検出して転送することが可能になる。データは、また、電気抵抗、電圧また
は電流に基づいて測定することもできる。光学測定値（光度測定）やその他の情報も、ま
た、本発明における「データ」の用語に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
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【図１】分析器とベースステーションを有する分析装置の模式図である。
【図２】分析器のメモリに格納された測定値を時系列に配置したグラフである。
【図３】時系列に配置された測定値に第一の選択基準を用いたケースを示すグラフである
。
【図４】時系列に配置された測定値に第二の選択基準を用いたケースを示すグラフである
。
【図５】時系列に配置された測定値に第三の選択基準を用いたケースを示すグラフである
。
【図６】時系列に配置された測定値に第四の選択基準を用いたケースを示すグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明による糖尿病管理装置の好ましい実施形態について、添付図面を参照して詳細に
説明する。図示した種々の特徴は、本発明の好ましい実施形態を具現するために単独でま
たは組み合わせて用いることができる。分析装置は、ここでは糖尿病管理装置の具現可能
な実施形態として説明されているが、その一般性を制限するものではない。
【００３０】
　図１に示した分析装置１は、可動構成要素として身体に装着可能なまたは埋め込み可能
な分析器２と、別体としてのベースステーション３を有する。
【００３１】
　分析器２は、分析物を検出して分析に好適な測定値を生成する測定部４を有する。分析
器２は、さらに交信部５、プロセッサ６、および測定値を格納するためのメモリ７を有す
る。測定値は、通信リンクが確立されているときにベースステーションに転送可能なデー
タである。測定値の第一の部分は選択アルゴリズムを用いて選択されるが、選択アルゴリ
ズムは、分析器２のプロセッサ６によって制御されていることが好ましい。
【００３２】
　測定値の第一の部分は、分析器２とベースステーション３のあいだのデータ通信が開始
される前に選択を終えておくことが好ましい。従って、転送対象の全測定値は、分析器２
とベースステーション３のあいだのデータリンクが確立されたときには準備が完了してい
て、直ちに送信可能な状態にある。
【００３３】
　ベースステーション３は、分析器２の測定値を無線受信するための交信部８、分析器２
から転送されてきた測定値を格納するためのメモリ９、および測定値を表示するための出
力部１０を有する。出力部１０は、また、音響信号を発信するおよび／または測定値を音
声によって出力するために、ディスプレイの他にスピーカを含むこともできる。
【００３４】
　ベースステーション３は、測定値の転送数が下限値を下回ったときに光によるおよび／
または音響による警告を発するためにアラーム１１を有することが好ましい。アラーム１
１は、ディスプレイ、光表示器および／またはスピーカを有していてもよい。警告は、と
りわけ分析器２からベースステーション３への測定値の転送量が少な過ぎるために、分析
器に格納された測定値全体の特徴を正しく把握できない場合に発せられる。
【００３５】
　分析器２の交信部５とベースステーション３の交信部８のあいだの通信リンクを確立す
るために、ベースステーション３からは予め決められた周波数と、予め決められた出力で
質問が発せられる。ベースステーション３が「マスタ」になり、分析器２が「スレーブ」
になることによって二つの装置のあいだに「主従関係」が構成される。スレーブとしての
分析器２は、ベースステーション３から発せられた質問を受信周波数を合わせて受信する
。データ転送のための出力は、信号の強度が増大したことにより分析器とベースステーシ
ョン間の距離が所定値以下になったことを分析器が認識できる高さに設定される。また、
交信部５と交信部８のあいだの双方向データ転送に要する時間を測定することも可能であ
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る。
【００３６】
　分析器２とベースステーション３のあいだの距離が所定値より小さくなったとき、分析
器２はベースステーション３の質問に応答する。このとき、交信部５、８間のリンクが確
立される。実際にデータ転送を開始する前に、たとえば、余りにも短い接続時間または好
ましくない通信状態を識別する、ないしは二つの装置間のデータ転送に係わる変数、即ち
データ転送のスピードや通信の出力等、を調節するために待ち時間を随意に設けることも
できる。
【００３７】
　全ての条件が整ったとき、分析器２は、（好ましくはベースステーション３からの質問
を直接受信していない場合にも）測定値の第一の部分をマスタつまりベースステーション
３、に転送する。ベースステーション３からの質問を省略することによって、データ転送
に要する時間を短縮することができる。
【００３８】
　分析器２は、ベースステーション３からのパルス、信号または命令によって「休止状態
」から「作動状態」に移行することが好ましい。休止状態とは、省エネモードまたは転送
の出力が低いモードのことである。これにより、分析器２を保持した患者が受ける電磁波
の影響とともにエネルギー消費を低減することができる。
【００３９】
　図２は、分析器２に格納されている測定値を表しており、同一の時間間隔で測定された
個別の測定値の全てが示されている。
【００４０】
　第一の部分として転送される測定値はデータ転送のリンクが確立される前に選択されて
いることが好ましいために、通信リンクが存在するときには、分析器２とベースステーシ
ョン３のあいだのデータ転送を直ちに開始することができる。データ転送中は、分析器２
がマスタとして動作し、ベースステーション３がスレーブとして動作することが好ましい
。データ転送においては、たとえば、第一の部分に含まれる最後に測定された測定値Ａを
最初に転送することができる。また、第一の部分に含まれる別の測定値、たとえばアウト
ライアとして検出された測定値、を最初に転送することもできる。データに内包された情
報量が増大したために最初に転送する測定値選択の基準が無いときには、直近の測定値が
転送される。
【００４１】
　測定値の最初の転送後に、ベースステーション３は、測定値が転送されたことを患者に
知らせるために信号を随意に出力することができる。ベースステーション３との交信を実
施するか否かは、患者自身が設定できるようになっていることが好ましい。この種の確認
が望ましい場合、確認は、測定値の最初の転送および／またはそれに続けて追加的な測定
値の各々を転送した後に、ないしはデータ転送完了時に実施することができる。
【００４２】
　測定値の最初の転送後におよび／またはそれに続けて追加的な測定値の転送中に通信リ
ンクが中断した場合、データ転送中はマスタとして動作している分析器２は、スレーブに
変わるとともに、もし、その設定がなされているときには待機時間経過後に休止状態にな
る。このときベースステーション３はマスタに変わる。このように、分析器２とベースス
テーション３は、マスタとスレーブの機能が常に切り替わるようになっている。
【００４３】
　選択された測定値の第一の部分が完全に転送されたとき、分析器２とベースステーショ
ン３のあいだでは確認信号が取り交わされる。その後、ベースステーション３は、分析器
２に対して追加的な測定値の転送を要請することが可能になる。代替として、分析器２を
、メモリにある全測定値のベースステーション３への転送が完了するまで測定値の転送を
継続するように構成することもできる。
【００４４】
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　測定値の第一の部分を選択する際には、通信リンクの継続時間は常に未知であり、また
、何時中断されるかも知れないことに留意しなければならない。従って、この選択は、医
学的判断を行うために必要な事項を優先させて実行されることが好ましい。このため、デ
ータ転送の直前に測定された測定値がしばしば重要になる。医学的に設定された閾値また
は許容範囲を超えるアウトライアが検出された場合には、この値も転送することが好まし
い。許容範囲は、この装置では予め決められているが、たとえば、医療関係者によって変
更できるようになっていることが好ましい。患者自身による変更は、可能ではあるが一般
には好ましくない。
【００４５】
　追加的な測定値の選択は、既に選択した測定値の関数として行うことも可能である。こ
の間接的な選択は、選択した値がアウトライアであった場合にとりわけ有利である。追加
的な測定値の選択は、固定時間ラスタを用いて、ある区間において予め決められた許容範
囲を超えたアウトライアを中心にして実施することが好ましい。その区間に含まれるアウ
トライアを中心にした測定値の全てを選択することがとりわけ好ましい。
【００４６】
　図３の測定値Ａ、Ａ’は、医学上指定された上限を超えているためにアウトライアであ
ると見なされる。次に、断続線で示した測定値Ｂ１～Ｂ４を選択することによって区間Ｂ
が決められる。区間Ｂ内の測定値から等間隔に位置する測定値を選択することによって、
この時間間隔における測定値が描くグラフの全体像を把握することが可能になり、これに
より、アウトライアＡ、Ａ’に向けて上昇しているのかまたは下降しているのかが識別さ
れる。この場合にも、データ転送は、直近の測定値から開始され、より以前の測定値の転
送は通信リンクが確立されている限り継続される。
【００４７】
　区間Ｂに続けて、より長い時間の全体像を把握するために別の区間Ｃが設定され、区間
Ｃにおいても測定値は等間隔のラスタを用いて選択される。これにより、全体像把握の対
象が全測定値に拡大される。この様子は、図４に示されている。
【００４８】
　メモリに格納されている全測定値は複数の区間に分割する方が有利であり、この場合、
第一の部分は、これら複数の区間の測定値によって構成される。測定値は、区間毎に重み
が付けられるよう各々の区間から密度を変えて選択される。区間毎に重みを変えて測定値
を選択するという方法は、アウトライアが特定の時刻を含む区間においてより頻繁に現れ
ることが履歴から分かっているときに、とりわけ有利である。この場合、測定値は、過去
に余り重要ではないと判定された他の区間より高い密度になるようこの区間から選択され
る。
【００４９】
　上記の場合の例を挙げると、格納されている全測定値が二つの区間に分割され、第一の
区間の測定値は、第二の区間の測定値より新しい。第一の部分は、第一の区間から選択さ
れた測定値の密度が第二の区間から選択された測定値の密度より高くなるように選択され
る。これにより、より新しい測定値の方が一般にはより高次の情報を内包するという事実
が考慮に入れられる。特に、測定値がインスリンの投与量の決定に用いられるときには、
新しい測定値の方が、それ以前に取得された測定値より重要である。
【００５０】
　図５は、格納されている全測定値を二つの区間に分割したケースを示す。区間Ｂは、新
しい側の一群の測定値を含む。区間Ｂに含まれる測定値は、図示した例においては全測定
値の約１５％を占める。この１５％の割合の測定値群の中から、四つの測定値Ｂ１～Ｂ４
が選択される。区間Ｄは、残り８５％の測定値を含む。この区間から、破断線で示した合
計九つの測定値が選択される。区間Ｄから選択された測定値の絶対数は区間Ｂから選択さ
れた測定値の数より多いが、測定値選択の密度は区間Ｂの方が高い。
【００５１】
　図５は、また、区間Ｂにおいては測定値が一定間隔のラスタを用いて選択され、一方、
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区間Ｄにおいては測定値が確率関数に基づいたラスタを用いて選択された状態を示す。こ
の場合、選択された測定値間の時間間隔は一定ではない。
【００５２】
　図６は、全測定値を二つの区間Ｂ、Ｅに分割し、第二の区間Ｅにおいて二つの測定値Ｅ
１、Ｅ２が選択されたが、これらの測定値は許容範囲を超えているためにアウトライアで
あると判定されたケースを示す。この場合、区間Ｅでの測定値の選択は可変ラスタを用い
て実施されたが、測定値Ｅ１、Ｅ２をアウトライアであると判定した後にその選択方法は
変更された。即ち、新たな区間Ｅ１’、Ｅ２’がアウトライアである測定値Ｅ１、Ｅ２の
各々を中心にして設定され、区間Ｅ１’、Ｅ２’において測定値は一定間隔のラスタを用
いて選択された。このケースの場合、測定値の選択は全て区間Ｅ１’、Ｅ２’において実
施される。このように、分析装置１は、アウトライアに対してきわめて柔軟に対応するこ
とができる。アウトライアとそれに近接した測定値が内包する高次の情報が、第一の部分
の選択を実施するときに考慮に入れられる。第一の部分の選択された測定値が全測定値の
全体像をきわめて正確に表すために、たとえば、患者の健康状態またはインスリンポンプ
についてはその動作状態を判定するときに、全測定値に替えて第一の部分の測定値を用い
ることが可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　　１　分析装置
　　２　分析器
　　３　別々のベースステーション
　　４　測定部
５、８　交信部
　　６　プロセッサ
　　７　メモリ
　１０　出力部
　１１　アラーム
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